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CDR（Child Death Review ：こどもの死亡検証）の制度のあり方に関する 

検討会の開催について 

 

１ 目的 

  CDR（Child Death Review ：こどもの死亡検証）（以下、「CDR」という。）につ

いては、「成育医療等基本方針」（令和５年３月 22 日閣議決定）において、「こど

もの死亡時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、

こどもの既往歴や家族背景、死に至る直接の経緯、解剖結果等に関する様々な情

報を基に死因調査を行うことにより、効果的な予防対策を導き出し予防可能なこ

どもの死亡を減らすことを目的とした CDR（Child Death Review）について、予防

のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業の実施等を通じ、その体制整備に

必要な検討を進める。」旨が盛り込まれた。 

  こうした点を踏まえ、CDRに係るこれまでの取組から課題を抽出・整理の上、有

識者や自治体等関係者から意見を頂き、制度のあり方について検討を行うことを

目的として、本会議を開催する。 

 

２ 構成等 

（１）本会議は、こども家庭庁成育局長が、別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本会議の座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名する

ことができる。 

（３）本検討会は、座長が必要があると認めるときは、構成員以外の関係者等の参

加を求めることができる。 

（４）本検討会の庶務は、成育局母子保健課が行う。 

（５）この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長 

がこども家庭庁成育局長と協議の上、定める。 

 

３ 主な検討事項 

（１）CDRの制度のあり方について検討が必要な各論点 

（２）その他 

 

４ その他 

  本会議の議事、資料及び議事録は、原則として公開とする。 

  ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがあ

る場合や自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合など、非公開に

する必要があると座長が認めた場合には、議事を非公開とすることができる。 

この場合、資料や議事の内容についても、非公開にする必要があると座長

が認めた場合は、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において

資料や議事要旨を公開する。
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